
別 紙

１ 命令等の題名

(1) 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国

家公安委員会規則の整備に関する規則

(2) 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整

備に関する規則

２ 改正の対象となる国家公安委員会規則（根拠法）

(1) 警備業の要件に関する規則（警備業法）

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則（風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関する法律）

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律）

(4) 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則（銃砲刀剣類所持等取

締法）

(5) 古物営業法施行規則（古物営業法）

(6) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則（自動

車運転代行業の業務の適正化に関する法律）

(7) 確認事務の委託の手続等に関する規則（道路交通法）

(1)、(2)及び(4)から(7)までにおいては、「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法

な行為で国家公安委員会規則で定めるもの」を定め、各法律において同行為を行うおそ

れのある者であることを認定、許可又は登録の欠格事由としている。また、(3)におい

ては、「暴力的不法行為等」を定め、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

において、同行為に係る犯罪経歴の保有者が一定以上の割合を占めることを指定暴力団

の指定要件の一つとするなどしている。

３ 改正の概要

(1) １(1)関係

前記「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定め

るもの」及び「暴力的不法行為等」に、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一

部を改正する法律（令和５年法律第84号）による改正後の麻薬及び向精神薬取締法

（昭和28年法律第14号）第66条第１項（ヘロイン以外の麻薬の製剤に係る部分）、第

66条の２第１項（第27条第１項（ヘロイン以外の麻薬の施用、施用のための交付及び

処方箋の交付）及び第27条第５項（ヘロイン以外の麻薬の施用を受けること）に係る

部分）、第66条の３第１項（向精神薬の輸出入、製造、製剤及び小分け）、第66条の

４第１項（向精神薬の譲渡し及び譲渡しのための所持）、第70条第14号（麻薬処方箋

の偽造及び変造）及び第72条第４号（向精神薬処方箋の偽造及び変造）並びに追加す



る罪に関して定められている営利目的の加重規定、未遂規定等を追加するほか、所要

の規定を整備する。

(2) １(2)関係

金融商品取引法等の一部を改正する法律（令和５年法律第79号）により、金融商品

取引法（昭和23年法律第25号）第36条の２第２項及び第66条の８第２項がそれぞれ第

36条の２第３項及び第66条の８第３項に改められること等を踏まえ、所要の規定を整

備する。

４ 施行期日

(1) １(1)関係

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日

(2) １(2)関係

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日


